
　

■鉄道輸送の例

※(  )内の許可は積替え保管施設を設置する場合に必要。

A事業者
・福島県
(・郡山市)※

B事業者

●運送方法の例と必要な許可等

備考

積替え保
管許可が
必要な場
合あり

運送方法の例
特別管理産業廃棄物収集運搬

業の許可を要する行政庁
入門許可

受け入れ
基準

A事業者
・福島県
・北海道

必要 適用

・福島県
(・郡山市)※
・北海道

不要 適用

必要 適用

積替え保
管許可が
必要な場
合あり

A事業者

B事業者

C事業者

・福島県
(・郡山市)※

・福島県
(・郡山市)※
・北海道

・北海道

不要

不要

適用

適用

適用必要

JESCO北海道 

PCB処理事務所 

 
A事業者のみで収集運搬 福島県 

福島県 
郡山市 

Aで収集運搬 Bで収集運搬 

JESCO北海道 

PCB処理事務所 

 

福島県 郡山市 東室蘭駅 

Aで収集運搬 Bで収集運搬 Cで収集運搬 

JESCO北海道 

PCB処理事務所 

 

鉄道輸送会社 

1



備考運送方法の例
特別管理産業廃棄物収集運搬

業の許可を要する行政庁
入門許可

受け入れ
基準

■船舶（カーフェリー）の例（１）

■船舶（カーフェリー）の例（２）

■貨物船の場合

※(  )内の許可は積替え保管施設を設置する場合に必要。

積替え保
管許可が
必要な場
合あり

適用不要
・福島県
・北海道

A事業者
・福島県
・北海道

必要 適用

A事業者

B事業者 ・北海道 必要 適用

適用

積替え保
管許可が
必要な場
合あり

B事業者

C事業者

・宮城県
(・仙台市)※
・北海道

・北海道

不要

必要

適用

適用

A事業者
・福島県
・宮城県
(・仙台市)※

不要

福島県 

JESCO北海道 

PCB処理事務所 

 
青森 室蘭 

Aで収集運搬 

フェリー会社 

 

Aで収集運搬 

福島県 

JESCO北海道 

PCB処理事務所 

 
青森 室蘭 

フェリー会社 

 

Bで収集運搬 

貨物船輸送会社 

福島県 

JESCO北海道 

PCB処理事務所 

 
仙台港 苫小牧 

Aで収集運搬 Bで収集運搬 Cで収集運搬 
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